
預かり金（小口現金除く） 事務フロー図①

事務処理の流れ 利 用 者
職 員 出納責任者 施設長

・財産管理委託契約書（様式1）
・代理権授与証書（様式5）

金銭預かり契約

施 設 側

金銭入金手続 ・現金
・入金依頼書（様式6）

・預かり証（様式2-1）

・現金
・預かり証（様式2-1）の写し
・入金依頼書（様式6）
・金融機関の入金票

承認後、
口座入金

・個人別出納台帳（様式3-1）に記載
（年金等は随時記載）

・預かり証（様式2-1）の写しを財産
管理委託契約書（様式1）に添付
・入金依頼書（様式6）を保管

金銭出金手続
・出金依頼書（様式7）

・出金依頼書（様式7）
・金融機関の出金票

・現金の引出
・個人別出納台帳（様式3-1）に記載
・出金依頼書（様式7）を保管

・受領書（様式8）を保管

職員2名
立会

・受領書（様式8）

・現金

職員2名
立会



小口現金 事務フロー図②

事務処理の流れ 利 用 者
職 員 出納責任者 施設長

・財産管理委託契約書（様式1）
→ 小口現金の上限明記

・代理権授与証書（様式5）

小口現金預かり契約

施 設 側

小口現金入金手続

・小口現金預かり証
（様式2-2：利用者控）

・現金
・小口現金預かり証
（様式2-2：施設控）

・利用者別に金庫内で現金保管
・個人別小口現金出納台帳（様式3-2）に記載
・小口現金預かり証（様式2-2 ）（施設控）を
保管

小口現金出金手続
・出金依頼

・利用者の署名又は捺印

・現金

職員2名
立会

・現金 職員2名
立会

・現金引出
・個人別小口現金出納台帳（様式3-2）に記載

小口現金については、頻繁に利用することや扱う額が少額であることを前提として、通常の金銭管
理における手続きの一部を簡素化している。

このため、金銭の預かりについては、可能な限り通常の金銭管理の手順（事務フロー図①）による
ことが望ましい。



預かり品 事務フロー図③

事務処理の流れ 利 用 者
職 員 保管責任者 施設長

・財産管理委託契約書（様式1）
物品預かり契約

施 設 側

物品預かり手続 ・預かり品

・預かり証（様式2-1）

・預かり品
・預かり証（様式2-1）の写し

・預かり品を施設の金庫又は金融機関の
貸金庫で保管

・預かり証（様式2-1）の写しを財産管
理委託契約書（様式1）に添付
・個人別預かり品台帳（様式4）に記載

物品返還手続
・返還依頼書（様式9）

・預かり品の出庫
・個人別出納台帳（様式4）より抹消
・返還依頼書（様式9）を保管

・受領書（様式8）を保管

・受領書（様式8）

・預かり品

職員2名
立会

職員2名
立会



帳簿の照合・管理状況の通知 事務フロー図④

事務処理の流れ 利 用 者
出納責任者 保管責任者 施設長

帳簿の照合

施 設 側

預かり金品等の状況を書類の写し
とともに報告
・個人別出納台帳
・個人別小口現金出納台帳
・預貯金通帳
・個人別預かり品台帳

毎月末日

・入金依頼書、出金依頼書、受領書
・個人別出納台帳、個人別小口現金出納台帳
を照合点検し、預貯金通帳と整合

・預かり証、受領書
・個人別預かり品台帳
を照合点検し、預かり品と整合

翌
月
10
日
ま
で
に
報
告

一定期間ごと
（１～６か月程度）

管理状況の通知

６か月ごと

業務執行の状況確認

業務執行状況を相互に
確認

確
認
結
果
を
報
告


